
調布市議会改革検討

代豪者会議報告書
【検討結果】

平成 26年 1月

調布市議会





【検討結果】目 次

はじめに. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 1 

1 議会改 革 検 討 代 表 者 会 議要綱・委員名簿. . . . . . p 4 

2 議会改革 検討 代表 者会 議経過. . . . . . . . . . . p 7 

3 議会改 革検討代表者会議中間報告会開催経過（全議員説明会）

・ ・ ・ ・ ・P  1 9 

4 提案事項協議結果一覧・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P 2 0 

5 合意に基づき実施した事 項 一 覧 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ P 3 0 

6 提案事項別協議・合意会議一覧表（索引） ・ ・ ・ ・ ・ P 3 2 





1

0123456789

はじめに

調布市議会では，議員の改選後に各会派代表者により，市議会における先

例申し合わせを確認したうえで新しい議会としてスタートすることを例とし

ている。

平成 12年の地方分権改革以降，地方自治体を取り巻く状況が，大きく変化

する中で，調布市議会として議会運営の改革，改善に取り組砂ため，平成 15

年 7月に「議会改革協議会」を設置し，各会派から提出された延べ 130項目

に及ぶ改革提案について検討・協議（平成 17年 5月作成，検討結果報告書参

照）を行った。これに続いて，平成 23年の改選に伴い，各会派代表者からの

提案に基づき， 9月に議会改革を目的に議会改革検討代表者会議（以下「代

表者会議」という。）を設置した。この代表者会議では，これまで議会運営上

の判断の指針としてきた先例・中し合わせ事項を含む，議会全般について各

会派から改革提案を提出いただき，それぞれの提案項目について協議し，合

意に達した項目から随時実施していくことを確認して協議を進めた。

結果，平成 23年 10月の第 1回会議から平成 25年 5月の最終会議まで，合

計 33回にわたり検討・協議を行い，合意に至った項目は，重複提案も含めて

延べ 110項目に上り，合意後随時実施すると共に，最終的にこれら協議の成

果として議会基本条例を制定した。

1 議会改革検討代表者会議の設置及び確認事項等

平成 23年第 2回定例会において議会役員構成確定後，正副議長のもと，

会派代表者による幹事長会議において，検討組織，検討の対象項目，検討

方法，会議の公開などについて協議し，結果を調布市議会改革検討代表者

会議要綱としてまとめた。主な内容は以下のとおり。

(1) 検討組織【以下，平成 23年 8月 29日幹事長会議 確認事項】

議会改革の検討は，十分な協議，調整を図ったうえで合意形成する必

要があることから，幹事長会議に準じた機能を持つ， 目的をもった幹事

長会議で協議，調整し，合意形成を図りながら進めて行く。名称は別途

提案（調布由議会改革検討代表者会議要綱参照）。
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(2) 検討対象項目

先例・申し合わせを含杓議会運営に関する事項全般

(3) 協議の調整

検討事項は，各会派の意見を正副議長が最大限尊重しつつ，集約し検

討，調整を医ったうえで提案する。合意に達ずれば改革事項となり，至

らなければ正副議長が持ち帰り調整のうえ再提案する。テーマによって

は，議会運営委員会に諮間し，答申を受ける。最終的に合意に至らなけ

れば現状のとおりとする。（第 4回会議以降，提案者の提案説明の後，協

議の状況を踏まえ，議長案を提出することに変更）

(4) 情報公開

会議は，原則公開とし，会議日程及び結果は，ホームページ，市議会

だよりで広報していく。
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議会改革の議長検討について

1 基本的な考え方

〇 正副議長は、検討会議（幹事長会議に準じた）の場で議会改革案を聴取・協議・調整しながら合意形成を図り議会改革を推進する。検討会

議幹事長会議に準した）は、原則公開とする。また、検討経緯・結果等については、市民へ情報提供していく。

〇 正副議長は、各幹事長から議会改革案の意見を聴取し、提案された意見を尊重する。
0 議会改革案の検討範囲については、先例・申し合わせ事項についても対象とする。

0 議会改革案の意見・提案は正副議長が集約し、意見調整等を図った上で、正副議長案として検討会議に提案する。

〇改革案の内容によっては、議長が議会運営委員会へ諮問し答申を受け、再度正副議長で再検討し検討会議に提案する。

2
 

スキームイメージ （第 4回会議から再度項目別に提案理由の説明を行い，協議内容を踏まえて正副議長が案を提出する形に変更）

⑳ 凶 □
1検討会議（公開）

（幹事長会議に準じた会議）

2正副議長

〇意見集約

〇検討

〇意見調整

〇正副議長

案作成

〇検討会議

へ提案
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6検討会議

（公開）
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調布市議会改革検討代表者会 議 要 綱

第 1 目的

平成 23年 8月 3 1日

議 会 要 綱 第 5号

調布市議 会 （ 以 下 「 市 議 会 」という。）の活性化と市民により開かれた

市議会を実 現 ず る た め ， 調 布 市議会改革検討代表者会議（以下「代表者 会

議」という。）を置く。

第 2 所掌事 項

代表者会 議 は ， 市 議 会 の 運 営全般の改革及び改善に必要な事項について

調査検討する。

第 3 構 成

代表者会議は，議長，副議長，議会運営委員会委員長及び会派の代表者

（以下「委員」という。）をもって構成する。

第 4 委 員 の任期

委員の任期は，議長が依頼し た日から平成 25年 5月 3 1日までとし，

補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。

第 5 座長及び副座長

代表者会議に座長及び副座長を置く。

2 座長は議長を，副座長は副議長をもって充てる。

3 座長は代表者会議を代表し，会務を総理する。

4 副座長は，座長を補佐し，座長に事故があるときは，その職務を代理ず

る。

第 6 会議の 招集等

代表者会議は，座長が招集する。

2 前項に規定するもののほか，代表者会議の議事運営については，幹事長

会議の例による。

第 7 会議及 び議事録の公開

代表者会議の会議及び議事録は，これらを公開する。
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第 8 議会運営委員会への報告

代表者会議は，会議において調査検討が終了した事項のうち，議会運営

委員会が所掌ずるものについては，当該委員会に報告するものとする。

第 9 雑 則

この 要綱に定めるもののほか，代表者会議について必要な事項は，座長

が会議に諮って定める。

附 則

1 この要綱は，平成 23年 9月 1日から施行ずる。

2 この要綱は，平成 25年 5月 3 1日限り，その効力を失う。
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議会改革検討代表者会議委 員名 簿

（平成 23年 9月 1 日）

会派名等 氏 名 備 考

1 座 長（ 自由 民主 党創 政会） 伊 藤 晏丁 議長

2 副座長（民主・社民の会） JI I 畑 英 樹 副議長

3 委員（ 自由 民主 党創 政会） 大須賀 浩 裕 議運委員長

4 委員（自由民主党創政会） 林 明 裕

5 委員（民主・社民の会） 井 上 耕 志

6 委員（公 明 党） 小 林 由 之

7 委員（日本共産党） 雨 宮 幸 ヵ田

8 委員（元気派由民の会） 大 河 已渡子

， 委員（生活者ネットワーク） ドゥマンジュ恭子

10 委 員 （ み ん な の 党 調 布） 高 橋 祐 司

（平成 25年 2月 7 日）

会派名等 氏 名 備 考

1 座 長（ 自由 民主 党創 政会） 伊 藤 晏丁 議長

2 副座長（民主・社民の会） JI I 畑 英 樹 副議長

3 委員（ 自由 民主 党創 政会） 大須賀 茫ロ 裕 議運委員長

4 委員（自由民主党創政会） 林 明 裕

5 委員（民主・社民の会） 井 上 耕 志

6 委員（公 明 党） 小 林 市 之

7 委員（日本共産党） 雨 宮 幸 ヵ田

8 委員（元気派市民の会） 大 河 巳渡子

， 委員（生活者ネットワーク） ドゥマンジュ恭子

10 委員（闘う改革の会） 雨 宮 英 雄

11 委員（つながる調布） 信' 橋 祐 司
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口議会改革検討代表者会議経過口

場所：全員協議会室 ※ 日程の項目は，協議・検討を予定していた項目であり，当該会議日

において協議検討していない場合もあります。

第1回 日程 1調布市議会改革検討代表者会議について

平成 23年 10月4日 2座長あいさつ

午後2時 00分 3今後の進め方等について

～午後3時 06分 4議会改革検討案の提出

5第2回代表者会議の進め方について

6その他

資料 資料 1: 調布市議会改革検討代表者会議要綱

第2回 日程 1議会改革検討案の提案説明について

平成 23年 10月 17日 (1)林委員（自由民主党創政会）

午前 10時 01分 (2)井上委員（民主・社民の会）

～午後2時 50分 (3)小林委員（公明党）

(4)雨宮委員（日本共産党）

(5)高橋委員（みんなの党調布）

(6)大河委員（元気派市民の会）

(7)ドゥマンジュ委員（生活者ネットワーク）

2第3回代表者会議の進め方について

3その他

資料 資料 2:自由民主党創政会提案書（写）

資料 3:民主・社民の会提案書（写）

資料 4:公明党提案書（写）

資料 5:日本共産党提案書（写）

資料 6:みんなの党調布提案書（写）

資料 7:元気派市民の会提案書（写）

資料 8:生活者ネットワーク提案書（写）

第3回 日程 1資料の説明について

平成 23年 11月 17日 2検討・協議事項

午後2時 03分 (1)議会基本条例について

～午後4時 10分 (2)議会専門用語等をわかりやすい表現・言葉で

(3)本会議場への会計管理者の出席について

(4)委員会の公開について

(5)委員会席配置変更について

(6)本会議における対面演壇の設置について

(7)一問一答方式の導入について

(8)議会日程等の事前決定及び公表について

3提案内容の確認等について

〇災害時における議員対応を明確にするための申合せ事項の作成

4その他
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資料 資料 9:各委員（会派）別提案書

資料10:分野別提案事項一覧表

資料11: 座長案検討・協議事項

資料12:議会基本条例（案）検討の進め方について

資料13:委員会席配置変更案

資料14:議会日程等の事前決定及び公開に伴う課題等

第4回 日程 1検討・協議事項

平成 23年 12月21日 (1)災害時における議員対応について

午後2時 00分 (2)委員会の公開について

～午後4時 09分 (3)本会議場の車椅子対応について

(4)委員会席配置変更について

(5)本会議における対面演壇の設置について

(6)一問一答方式の導入について

(7)一般質問の順番について

(8)議会日程等の事前決定及び公表について

(9)請願・陳情者の提出説明について

(10)陳情・請願内容のホームページ掲載について

(11)上程時質疑の通告・時間制限・公開について

2 その他

資料 資料15:第4回検討資料

第5回 日程 1第3回及び第4回代表者会議における合意事項【合意資料1】

平成 24年1月 11日 (1)議会基本条例について

午後2時 00分 (2)議会専門用語等をわかりやすい表現・言葉で

～午後3時 57分 (3)本会議場への会計管理者の出席について

(4)委員会の公開について

(5)本会議場の車椅子対応について

2 検討・協議事項

(1)委員会席配置変更について

(2)本会議における対面演壇の設置について

(3)一問一答方式の導入について

(4)一般質問の順番について

(5)議会日程等の事前決定及び公表について

(6)請願・陳情者の提出説明について

(7)陳情・請願内容のホームページ掲載について

(8)上程時質疑の通告・時間制限・公開について

3 その他

資料 合意資料1: 第3回及び第4回代表者会議合意事項

資料15:第4回検討資料

第6回 日程 1第5回代表者会議における合意事項【合意資料2】

平成 24年1月 23日 (1)本会議場の車椅子対応について
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午後1時 59分 2 検討・協議事項

～午後3時 57分 (1)議会日程等の事前決定及び公表について

(2)請願・陳情者の提出説明について

(3)陳情・請願内容のホームページ掲載について

(4)上程時質疑の通告・時間制限・公開について

(5)傍聴者への保育・手話等サービス提供について

(6)傍聴者への環境整備について

(7)議会報告会等について

(8)土・日・夜間の市議会開催について

3 その他

資料 合意資料2:第5回代表者会議合意事項

資料16:第6回検討資料

資料17:議会日程等の事前決定及び公表検討資料

第7回 日程 1第6回代表者会議における合意事項【合意資料3】

平成 24年2月3日 (1)議会日程等の事前決定及び公表について

午後2時 00分 2 検討・協議事項

～午後3時 57分 (1)一問一答方式の導入について／継続協議

(2)陳情・請願内容のホームページ掲載について

(3)上程時質疑の通告・時間制限・公開について

(4)傍聴者への保育・手話等サービス提供について

(5)傍聴者への環境整備について

(6)議会報告会等について

(7)土・日・夜間の市議会開催について

(8)議会運営委員会について

3 その他

資料 合意資料3:第6回代表者会議合意事項

資料18:第7回検討資料

資料19:一般質問多摩26市の状況について

第8回 日程 1第7回代表者会議における合意事項【合意資料4】

平成 24年4月5日 (1)一問一答方式の導入について

午後2時 00分 (2)陳情・請願内容のホームページ掲載について

～午後4時 02分 (3)上程時質疑の通告・時間制限・公開について

(4)傍聴者への環境整備について

2 検討・協議事項

(1)災害時における議員対応を明確にするための申合せ事項の作成について

／継続協議

(2)委員会席配置変更について／継続協議

(3)請願・陳情者の提出説明について／継続協議

(4)傍聴者への保育・手話等サービス提供について／継続協議

(5)傍聴者への環境整備について／継続協議
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(6)議会報告会等について

(7)土・日・夜間の市議会開催について

(8)議会運営委員会について

3 その他

資料 合意資料4:第7回代表者会議合意事項

資料20:第8回検討資料

資料21: (仮）調布市議会災害対策支援本部の設置（案）

資料22:傍聴者への保育・手話サービス等検討資料

第9回 日程 1第8回代表者会議における合意事項【合意資料5】

平成 24年4月 27日 (1)委員会の公開について

午後2時 00分 (2)陳情・請願について

～午後4時 05分 2 今後の進め方について

3 検討・協議事項

(1)災害時における議員対応について

(2)陳情・請願の取扱について

(3)保育・手話・要約筆記サービスについて

(4)一問一答方式試行導入について

(5)議会報告会・市民との意見交換会等について

(6)議会運営委員会について

(7)少数会派について

4 その他

資料 合意資料5:第8回代表者会議合意事項

資料22:傍聴者への保育・手話サービス等検討資料

資料23:第9回検討資料

資料24:議会改革提案項目整理表

資料25:調布市議会災害対策支援本部設置要綱（案）

資料26:一問一答方式試行導入（案）

第 10回 日程 1第9回代表者会議における合意事項【合意資料6】

平成 24年5月 14日 (1)災害時における議員対応について

午後2時 01分 (2)保育・手話・要約筆記サービスについて

～午後4時 18分 (3)一問一答方式導入について

2 検討・協議事項

(1)議会報告会・市民との意見交換会等について

(2)議会運営委員会について

(3)少数会派について

(4)広報活動の充実について

(5)常任委員会等の動画配信等について

(6)資料等のデジタル化推進について

(7)議会広報特別委員会設置について

(8)本会議場における報告範囲拡大について



11

0123456789

3 その他

資料 合意資料6:第9回代表者会議合意事項

資料27:第10回検討資料

第 11回 日程 1検討・協議事項

平成 24年6月22日 (1)一般質問一問一答方式の試行について

午後2時 01分 (2)議会報告会・市民との意見交換会等について

～午後4時 05分 (3)議会運営委員会について

(4)少数会派について

(5)広報活動の充実について

(6)常任委員会等の動画配信等について

(7)資料等のデジタル化推進について

(8)議会広報特別委員会設置について

(9)本会議場における報告範囲拡大について

2 その他

資料 資料28:議会運営委員会と幹事長会議所掌事項概要（案）

資料29:幹事長会議の所掌事項について（平成11年市議会の概要抜粋）

資料30:幹事長会議の出席者について（平成7年6月6日開催幹事長会議記録

抜粋）

資料31:市議会だよりの配布のあり方について（答申）

資料32:公明党、日本共産党、みんなの党調布、元気派市民の会、

生活者ネットワークが協議した議会報告会について（提案）

第 12回 日程 1第11回代表者会議における合意事項【合意資料7】

平成 24年7月5日 (1)議会運営委員会について

午後2時 00分 (2)広報活動の充実について

～午後4時 02分 2 検討・協議事項

(1)陳情・請願の取扱について（国・都への意見書提出陳情の取扱）／継続協

議

(2)議会報告会・市民との意見交換会等について／継続協議

(3)少数会派について／継続協議

(4)常任委員会等の動画配信等について

(5)資料等のデジタル化推進について

(6)議会広報特別委員会設置について

(7)本会議場における報告範囲拡大について

(8)本会議場におけるプレゼンテーションツール導入について

(9)パネル等補助資料使用時届出について

3 その他
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資料 合意資料7:第11回代表者会議合意事項

資料33:第12回検討資料

資料34:議員ウェブ情報発信メディア等保有調べ

資料35:一問一答方式試行に伴う座長提案

資料36:質問席設置案

資料37:陳情と意見書について調査結果

第 13回 日程 1第12回代表者会議における合意事項【合意資料8】

平成 24年7月 24日 (1)陳情・請願の取扱について

午後2時 00分 (2)議会報告会・市民との意見交換会等について

～午後4時 05分 2 検討・協議事項

(1)少数会派について／継続協議

(2)常任委員会等の動画配信等について

(3)資料等のデジタル化推進について

(4)本会議場におけるプレゼンテーションツール導入について

(5)議会広報特別委員会設置について

(6)パネル等補助資料使用時届出について

(7)代表質問再質問・まとめについて

(8)本会議場における報告範囲拡大について

3 その他

資料 合意資料8:第12回代表者会議合意事項

資料38:第13回検討資料

資料39:市民への議会報告実行委員会要領（案）

資料40:少数会派について座長提案

第 14回 日程 1検討・協議事項

平成 24年8月 10日 (1)少数会派について／継続協議

午後2時 00分 (2)常任委員会等の動画配信等について／継続協議

～午後3時 56分 (3)資料等のデジタル化推進について

(4)本会議場におけるプレゼンテーションツール導入について

(5)議会広報特別委員会設置について

(6)パネル等補助資料使用時届出について

(7)代表質問再質問・まとめについて

(8)本会議場における報告範囲拡大について

2 その他

資料 資料38:第13回検討資料

資料41:少数会派について（修正）座長提案



13

0123456789

第 15回 日程 1第14回代表者会議合意事項【合意資料9】

平成 24年 10月2日 (1)少数会派について

午後2時 00分 (2)常任委員会等の動画配信等について

～午後3時 59分 (3)資料等のデジタル化推進について

(4)本会議場におけるプレゼンツール導入について

(5)パネル等補助資料使用時届出について

2 一問一答方式の試行について

3 議会基本条例について

4 議員ウェブ情報について

5 検討・協議事項

(1)議会広報特別委員会設置について／継続協議

(2)代表質問再質問・まとめについて

(3)本会議場における報告範囲拡大について

(4)委員長報告について

(5)議会の機能強化について

(6)議員定数の削減について

(7)委員報酬の廃止について

(8)通年議会について

6 その他

資料 合意資料9:第14回代表者会議合意事項

資料42:質問者席設置見積額

資料43:議会改革検討代表者会議未協議事項

資料44:議員ウェブ情報発信メディア等保有調べ（平成 24年 7月調査）

資料45:第15回検討資料

資料46:調布市議会広報委員会要綱（案）

資料47:監理団体•関与団体一覧

第 16回 日程 1第15回代表者会議合意事項【合意資料10】

平成 24年 10月22日 (1)一問一答方式の試行について

午後2時 00分 (2)議会基本条例について

～午後4時 17分 (3)議員ウェブ情報について

(4)代表質問再質問・まとめについて

2 検討・協議事項

(1)議会広報特別委員会設置について／継続協議

(2)本会議場における報告範囲拡大について／継続協議

(3)議会の機能強化について

(4)委員長報告について

(5)議会基本条例について

3 その他
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資料 合意資料10:第15回代表者会議合意事項

資料48:一部事務組合議会・協議会等の会議結果報告について

資料49:今後の代表者会議・基本条例案検討日程（案）

資料50:議会基本条例骨子（案）

資料51:第16回検討資料

資料52:議長へのはがき（案）

第 17回 日程 1第16回代表者会議合意事項【合意資料11】

平成 24年 11月5日 (1)本会議場における報告範囲拡大について

午前 10時 00分 (2)議会基本条例について

～午前 11時 59分 2 検討・協議事項

(1)議会広報特別委員会設置について／継続協議

(2)議会の機能強化について

(3)委員長報告について

(4)議会基本条例について

3 その他

資料 合意資料11: 第16回代表者会議合意事項

資料46-2:調布市議会広報委員会要綱（修正案）

資料50:議会基本条例骨子（案）

資料53:議会に対する市民の声

資料54:調布市議会基本条例（案）（第 1 章•第2章）

第 18回 日程 1第17回代表者会議合意事項【合意資料12】

平成 24年 11月9日 (1)議会広報特別委員会設置について

午後2時 00分 2 検討・協議事項

～午後3時 50分 (1)議会の機能強化について／継続協議

(2)委員長報告について

(3)議員定数の削減について

(4)委員報酬の廃止について

(5)通年議会について

(6)議会基本条例について

3 その他

資料 合意資料12:第17回代表者会議合意事項

資料55:第18回検討資料

資料56:調布市議会基本条例（案）全文
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第 19回 日程 1第18回代表者会議合意事項【合意資料13】

平成 24年 11月 14日 (1)議会の機能強化について

午前 10時 01分 2検討・協議事項

～午前 11時 55分 (1)委員長報告について

(2)議員定数の削減について

(3)委員報酬の廃止について

(4)通年議会について

(5)議会基本条例について

3 その他

資料 合意資料13:第18回代表者会議合意事項

第 20回 日程 1検討・協議事項

平成 24年 11月 19日 (1)議会の機能強化について／継続協議

午後2時 00分 (2)委員長報告について／継続協議

～午後5時 11分 (3)議員定数の削減について

(4)委員報酬の廃止について

(5)通年議会について

(6)議会基本条例について

2その他

資料 資料57:予算・決算特別委員会の状況

資料58:1日1常任委員会の状況

資料59:委員長報告と本会議での討論の比較

資料60:調布市議会基本条例（案）共産党・元気派市民の会・生活者ネットワーク

共同修正案（前文）

第 21回 日程 1第20回代表者会議合意事項【合意資料14】

平成 24年 12月21日 (1)議会の機能強化について

午前 10時 17分 (2)委員長報告について

～午後0時 18分 (3)議員定数の削減について

2議会への意見募集の結果について

3 検討・協議事項

(1)一問一答方式の導入について／継続協議

(2)本会議場の対面演壇設置について／継続協議

(3)委員会席の配置について／継続協議

(4)委員報酬の廃止について／継続協議

(5)議場の開放（フィルムコミッション協力）

(6)通年議会について

(7)議長の議会招集権について

(8)議会基本条例について

4 その他
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資料 合意資料14:第20回代表者会議における合意事項

資料61:第21回検討資料

資料62:市議会への市民意見一覧表

資料63:調布市議会議員の審議会等付属機関兼職状況

資料64:議会基本条例（案）検討資料（前文）（修正案）

第 22回 日程 1第21回代表者会議合意事項【合意資料15】

平成 24年 12月26日 (1)委員会席の配置について

午前 10時 00分 (2)委員報酬の廃止について

～午後0時 24分 (3)議場の開放について

2 検討・協議事項

(1)一問一答方式の導入について／継続協議

(2)本会議場の対面演壇設置について／継続協議

(3)通年議会について

(4)議長の議会招集権について

(5)反問権の付与について／継続協議

(6)委員会視察先決定方法について

(7)行政現場体験について

(8)市政調査費について

(9)基本構想特別委員会設置について

(10)議会基本条例について

3 その他

資料 合意資料15:第21回代表者会議における合意事項

資料65:第22回検討資料

資料66:議会基本条例（案）検討資料（前文）（修正案2)

第 23回 日程 1第22回代表者会議合意事項【合意資料16】

平成 25年1月7日 (1)一問一答方式の導入について

午前 10時 26分 (2)本会議場の対面演壇設置について

～午前 11時 43分 (3)通年議会について

(4)議長の議会招集権について

(5)反問権の付与について

(6)委員会視察先決定方法について

(7)行政現場体験について

(8)市政調査費について

2 検討・協議事項

(1)基本構想特別委員会設置について

(2)議会基本条例について

3 その他

資料 合意資料16:第22回代表者会議における合意事項

資料67:議会基本条例（案）検討資料（前文）（修正案3)
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第 24回 日程 1第23回代表者会議合意事項【合意資料17】

平成 25年1月 11日 基本構想特別委員会設置について

午前 10時 00分 2検討・協議事項

～午前 11時 50分 議会基本条例について

3その他

資料 合意資料17:第23回代表者会議における合意事項

資料68:議会基本条例（案）みんなの党調布対案

第 25回 日程 1検討・協議事項

平成 25年1月 18日 議会基本条例について

午前 10時 00分 2その他

～午後0時 08分 資料 資料69:調布市議会基本条例（案）共産党・元気派•生活者ネット共同修正案②

第 26回 日程 1検討・協議事項

平成 25年1月 23日 議会基本条例について

午前 10時 00分 2その他

～午後0時 01分 資料 資料70:調布市議会基本条例（案）第4章•第5章•第6章民主・社民の会修正案

資料71:調布市議会基本条例（案）（第4章•第5章•第6章）共産党・元気派•生活

者ネット共同修正案③

第 27回 日程 1検討・協議事項

平成 25年1月30日 議会基本条例について

午前 10時 01分 2その他

～午前 11時 16分 資料 資料72:調布市議会基本条例（案）第9章民主・社民の会修正案

資料73:調布市議会基本条例（案）（第7章•第8章•第9章）共産党・元気派・生活

者ネット共同修正案④

第 28回 日程 1検討・協議事項

平成 25年2月6日 議会基本条例について

午前 10時 00分 2その他

～午前 11時 12分 資料 資料74:調布市議会基本条例（案）（第8章再提出，第10章）共産党・元気派•生

活者ネット共同修正案⑤

資料75:調布市議会基本条例（修正案）

資料76:議会基本条例（案）本則【条例案→代替案→修正案】一覧表

資料77:議会基本条例修正案スキーム
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第 29回

平成 25年2月 14日

午前 10時01分

～午後0時 21分

第 30回

平成 25年2月20日

午前9時30分

日程 1検討・協議事項

議会基本条例について

2 その他

資料 資料78:調布市議会基本条例議長修正案への意見共産党・元気派•生活者ネ

ット共同提案

資料79:(仮）調布市議会基本条例施行規則（案）共産党・元気派•生活者ネット

共同提案

日程 1検討・協議事項

議会基本条例について

2 その他

～午前 10時41分 I資料 資料80:調布市議会基本条例（再修正案）

第 31回

平成 25年3月 19日

午後2時00分

～午後2時49分

第 32回

平成 25年4月 22日

午後3時00分

～午後3時 53分

第 33回

平成 25年5月27日

午後2時00分

～午後3時 14分

日程

b 
日程

資料81:議会基本条例（再修正案）スキーム

1検討・協議事項

(1)議会基本条例（案）のパブリック・コメントの結果について

(2)議会基本条例の最終（案）について

(3)今後の対応について

2 その他

資料82:調布市議会基本条例（案）に対するご意見と市議会の考え方（座長案）

資料83:新旧対照表（条例最終案／条例案）

1検討・協議事項

(1)協議項目 (127項目）の検討結果等の確認について

(2)議員研修について

(3)市民への議会報告実行委員会について

(4)政治倫理に関する規定について

2 報告事項

議会基本条例の広報資料について

資料 I資料84:提案事項協議結果一覧表

資料85:政治倫理に関する規定について

資料86:調布市議会基本条例（条例と解説）

日程 I 1検討・協議事項

(1)議員研修について

(2)政治倫理に関する規定について

(3)市民への議会報告実行委員会について

資料 資料87:議員研修提案（自由民主党創政会）

資料88:議員研修提案（元気派市民の会）

資料89:調布市議会議員の政治倫理に関する規準（案）
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口議会改革検討代表者会議中間報告会開催経過（全議員説明会）口

場所：全員協議会室

第1回 日程 1 座長あいさつ

平成 24年8月 29日 2 報告（第1回～第14回）

午後3時 00分 資料 資料1 議会改革検討代表者会議における合意・決定事項

～午後3時 57分 資料2 請願・陳情の提出者説明について

資料3 今後の幹事長会議と議会運営委員会について

第2回 日程 1 代表者会議の報告（第15回～第20回）

平成 24年 11月26日 2 議会基本条例（案）について

午後1時 30分 3 市民への議会報告実行委員会報告

～午後2時 21分 資料 資料1 議会改革検討代表者会議における合意・決定事項

（第15回～第20回）

資料2 調布市議会基本条例（案）

第3回 日程 1 代表者会議の報告（第21回～第28回）

平成 25年2月 12日 2 議会基本条例修正案について

午前 10時 00分 3 市民への議会報告実行委員会報告について

～午前 10時 38分 4 広報委員会報告について

資料 資料1 議会改革検討代表者会議における合意・決定事項

（第21回～第28回）

資料2 ネット中継参考資料

資料3 調布市議会基本条例（修正案）

資料4 調布市議会基本条例（案）変遷過程一覧表

資料5 広報委員会報告資料

第4回 日程 1 議会基本条例再修正（パブリック・コメント）案について

平成 25年2月 21日 資料 資料1 調布市議会基本条例（再修正案）

午後2時 00分 資料2 調布市議会基本条例（案） ～意見募集（パブリック・コメント）～

～午後2時 44分

第5回 日程 1 議会基本条例（案）パブリック・コメントの結果について

平成 25年3月 21日 2 議会基本条例最終（案）について

午後2時 00分 3 今後の対応について

～午後2時 33分 資料 資料1 議会基本条例（案）に対するご意見と市議会の考え方

資料2 議会基本条例新旧対照表（条例最終案／条例案）
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ク

□第4回代表者会議しおいて、議会基本条例制定し向けた取組をしていく方向性を確認した。

1 議会基本条例の制定

゜゚゜゚ ゜゚
条例の検討方法等については、別途協議していく。
（経過）

第 4回会議（平成23年12月21日） 代表者会議で議会基本条例を検討していくことを確認。
第15回会議（平成24年10月 2日） 代表者会議で条例案を検討することを合意。

2 議会基本条例策定のための研修

゜ ゜
第16回会議（平成24年10月22日） 条例案検討の日程案・内容等を提示。
第17回会議（平成24年11月 5日） 条例案の骨子案提示。
第18回会議（平成24年11月 9E3) 条例案の全文提示。

アンケート調査・パフリックコメント• 特別委員会

゜
第19回会議（平成24年11月14日） 条例案全文に対する説明。

3 第20回会議（平成24年11月19E3) 章ごとに検討。前文に対する代替案が示される。

① 
第 2回代表者会議中問報告会（平成24年11月26日） 基本条例原案説明。

議
4 条例策定にあたっては特別委員会の設置が望ましい

゜
第21回~30回会議（平成24年12月21日～平成25年2月20日） 条例案の検討・協議

会
基 第 3回代表者会議中問報告会（平成25年 2月12日） 基本条例修正案説明。

本
5 

議会の基本原則・市民参加などの基本を定める議会

゜
第 4回代表者会議中問報告会（平成25年 2月21日） 基本条例再修正案説明。

条 基本条例制定のための特別委員会設置

例 パブリック・コメント 平成25年2月24日~3月15日

6 
議会有志による特別委員会を設置し、議会基本条例

゜
第31回会議（平成25年 3月19E3) 条例案に合意し，全議員共同提案による議案として上程することを了承。素案を作成する

第5回中問報告会（平成25年3月21日） 全議員に説明

7 
議会基本条例制定のための特別委員会は、傍聴を認
め、傍聴者からも意見を求める

゜
0平成25年第1回定例会（平成25年3月27日） 満場一致で可決

8 
議会基本条例素案は、市民説明会、パブリックコメ

゜
ント、公聴会、シンポジウム等市民参加機会を

口会派しついて
9 交渉団体（会派）は2名以上とする

゜
①議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
②会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、会派問の調整を行い、合意形成に努めなければならない。

10 
代表質問・幹事長会議・議会運営委員会は交渉団体

゜
が参加資格の要件 口交渉会派について

② 
①議会内で政策•主義・目的・意見等などを共有する2人以上の議員が集まった団体を交渉会派とする。

11 1議案に対する会派意見は 1とする

゜
②交渉会派の幹事長は、幹事長会議の構成員とする。

会 ③交渉会派に所属する議員は、議会運営委員会の委員になることができる。
派

議会制民主主義・公平性の立揚から少数会派の意見
④交渉会派は、市長の所信表明に対して代表黄問をすることができる。

に 12 
尊重

゜つ 口単数会派について

い 多様な市民意見を反映する観点からも議員問の公平 ①1人の議員で結成する会派を単数会派とする。
13 

゜
②単数会派は、幹事長会議及び議会運営委員会にオフザーバーとして出席することができる。

て 性等に配慮し少数会派の意見尊重する
③単数会派は、市長の所信表明に対して質問をすることができる。

14 
議会制民主主義にのっとり、少数会派の意見を尊重

゜
する 口幹事長会議における単数会派の呼称について

幹事長会議にオフザーバーとして出席している単数会派の呼称は、交渉会派の幹事長と同様に「幹事長」とす

15 
幹事長会議における呼称「オフザーバー」をやめ、

゜
る。

複数会派同様「幹事長」とする ▽第14回会議 (H24.8.10)にて合意
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口開かれた議会を目指すため、←れまで以上し市民への情報提供と説明責任を果たすとともし、多様な市民の意

16 議会報告会

゜
見や要望等を把握することが求められている。
こうしたことから、

17 議会報告会・意見交換会の開催

゜
①市民への議会報告会を実施していく。

議会報告会は試行ではなく、実施しながら改善を図っていく。

②議員全員が参加することを基本として実施していく。
18 地域の中で議会報告会・意見交換会を開催する

゜③実施方法や時期・内容等を検討し準備するため、 （仮）議会報告実行委員会を組織する。

③ 19 委員会の出前議会

゜
@ (仮）議会報告実行委員会は、検討経過を議長及び幹事長会議に報告する。

吾ロ羊我

(5)実行委員会は、各会派から 1名すつ選出する。， 
云

と 20 常任委員会、特別委員会の出前審議

゜
◎議会報告会の実施を優先することから、常任委員会等の出前議会及び土.El・夜問議会開催の提案について

市 は、当面見送る。
民

議会として直接市民の声を聞く議会ふれあいミー
と 21 

゜
▽第12回会議 (H24.7.5)合意 「市民への議会報告実行委員会要領」に基づき．実行委員会を組織し．報

ティングの実施 告会開催に向けた協議に入る。の
関 市議会（機関）として、一定エリアをカバーする地

゜
OH25.5.18 第1回議会報告会開催

係 22 
域議会報告会を開催する

23 土.El・夜問市議会の開催

゜24 土日・夜問議会の開催

゜25 夜間・土巳議会を開催する

゜
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26 本会議場に車いすスペースの設置

゜
口傍聴席以外の議場内に車いす傍聴者が入場する←とを可とする。
口本会議場北出入口にスロープを設置し、議場内出入口付近に車いす傍聴スペースを設置する。
口予鈍要望していく。

27 本会議揚のバリアフリー化を図る（車椅子対応）

゜
▽第4回 (H23.12.21)合意
口車いす介助者の議場内傍聴スペース入場及び着席可とする。 ▽第5回 (H24.1.11)合意

28 
車椅子での傍聴が可能となるよう施設を改善するこ

゜
0平成24年第2回定例会から車いす傍聴席を設置し、傍聴環境の整備を図った。

と （調布市議会傍聴規則の一部改正3/26施行）

29 事前予約による託児・手話サービスの提供

゜
口児童及び乳幼児も本会議場傍聴席や委員会室に入場できるように規定の整備を図る。
口手話通訳・要約筆記は、予約制を基本とし、傍聴ができるよう予鈍化を図り実施していく。 (H25年度より予

保育室を設置するか、ないしは子どもが静穏を維持
算計上）

30 

゜
口実施に伴い、課顆が生じた時は対応を協議していく。

することを条件に同伴傍聴を認める ▽第9回会議 (H24.4.27)合意

④ 31 予約制手話通訳・要約筆記・保育施設整備

゜
〇平成24年第2回定例会から、児童及び乳幼児の本会議場傍聴席及び委員会室の入場を可とした。 （調布市議会
傍聴規則の一部改正6/1施行）

傍
口常任委員会•特別委員会・議会運営委員会及び全員協議会は、実態として公開となっていることから、規定の

聴 32 常任委員会開会時問の原則決定と公開

゜ ゜
整備を図り、原則公開とする。

者 ▽第4回会議 (H23.12.21)合意
ヘ 33 常任委員会•特別委員会は公開を原則とする

゜の 0平成24年第1回定例会から原則公開とした。

環 本会議と同様に各委員会の公開を原則とすること

゜
（調布市議会委員会条例の一部改正2/29施行）

境
34 （調布市議会委員会傍聴規則の一部改正2/29施行）

整
35 

常任委員会•特別委員会は公開を原則とする（ただ

゜
0全員協議会の原則公開｛第8回会議 (H24.4.5)合意｝

備 し、秘密会は担保する）

口傍聴席が満席の時は、別室にて音声対応を図る。 3委員会同時に満席ということは過去に例はないが、その揚

36 傍聴満席時における別室音声対応

゜゚
合は今後協議していく。 ▽第7回会議 CH24.2.3)合意
0平成24年第1回定例会から対応した。

37 
傍聴者・ネット等視聴者に、議案・審議資料をわか

゜
しての中日2◇ ,長1.2期:3的)評合題唸 合後の検討評題とする令

りやすく提供 戸l会貰

38 
議会日程を確定し、手話通訳の導入や保育つき傍聴

゜
口児童及び乳幼児も本会議場傍聴席や委員会室に入場できるように規定の整備を図る。

を実現すること 口手話通訳・要約筆記は、予約制を基本とし、傍聴ができるよう予鈍化を図り実施していく。 （第9回合意）

39 
傍聴者にとってのユニバーサルデザインを進める

゜
〇平成24年第2回定例会から車いす傍聴席を設置し、傍聴環境の整備を図った。

（本会議場等車椅子傍聴可能・手話・要約筆記） 〇手話通訳・要約筆記は、平成25年度予算化

陳情・請願に係る署名については、印・拇印が無い

゜
口陳情・藷願u系る薔名しついて、印・拇印がない薔名は、実態として報告されている←とからその数を委員会

40 ものについては、当該委員会にその数を報告する に報告する。

⑤ 41 
陳情・請願について、提出者から趣旨説明を希望す

゜
口陳情・請願提出者から説明を希望する申出があった揚合、提出者説明の可否判断を委員会が行う。

陳 る申し出があった時は、説明を受けることができる ▽第8回会議 (H24,4,5)合意

情 請願・陳情者の提案理由について、提出者に直接聞
〇平成24年第3回定例会から実施。

42 <t易を設けること

゜
参照：資料2 「請願・陳情の提出者説明について」

請 国・都への意見書提出陳情・請願の取扱は本会議即

゜
口毎年定例的に同様の趣旨内容で提出される国・都への意見書提出を求める陳情については、議会運営委員会の

願 43 
決又は会派配付により議員提出議案とする 協議を経だうえで、議長が判断することとする。 0平成24年第3回定例会から実施。▽第12回会議合意

44 陳情・請願の提出者が説明をする機会を設ける

゜
口陳情・請願提出者から説明を希望する申出があった揚合、提出者説明の可否判断を委員会が行う。
〇平成24年第3回定例会から実施。 （第8回会議合意）
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口現行の市議会だより運営委員会を拡充し、広く議会の広報に関すること等についても検討していく。

45 
議会広報特別委員会を設置し、情報公開のあり方を

゜
口謂布市市議会だより発行規程を廃止し、新たに「謂布市議会広報委員会要網」 （資料46-2)を制定する。

検討し実行する 口議会広報特別委員会は設置しない。
▽第17回会議 (H24,11,5)合意 〇調布市議会広報委員会要綱（平成24年12月1日施行）

口議会独自のホームページは、予興、管理の面を含め、引き続き検討していく。当面は、現行ホームページの内
容の充実を図っていく。ホームページ掲載の内容（行政視察・研修視察報告書、市政調査費使用報告書、議会ス

46 議会独自のホームページを開設する 継続

゜
ケジュール・議案等）は拡充していく。わかりやすい表現・内容で掲載する。
▽第11回会議 CH24.6.22)合意

⑥ 
口陳情・請願を受け付けた時は、定例会前の議会運営委員会で確認を得て速やかに公表していく。

47 陳情文書票のホームページ掲厳

゜広
▽第7回会議 (H23.2.3)合意 0平成24年第1回定例会から実施。

ロホームページ掲載の内容（行政視察・研修視察報告書、市政調査費使用報告書、議会スケジュール・議案等）

報
48 行政視察・研修視察報告書のホームページ掲載

゜
は拡充していく。わかりやすい表現・内容で掲載する。
▽第11回会議 CH24.6.22)合意

49 市政調査費使用状況のホームページ掲載

゜
0市政調奎費報告書掲載 H24年度分より掲載
0議員提出議案掲載
0行政視察・研修視察報告書掲載 H24年度実施分から掲載予定

広 50 
議会スケジュールと同時に議案も事前に開示→会期

゜
日程をホームページ掲厳・傍聴者配付

聴 51 
ホームページを充実し、傍聴や請願・陳情方法等わ

゜
かりやすい案内、子どもにもわかる内容に

機
市議会だよりの充実（市報とセット，ポスティング、 口市議会だよりは、全戸配付する方向で、予鈍措置を含め準備していく。

52 
新たなメディアの活用促進）

゜
▽第11回会議 (H24.6.22)合意。 〇市議会だより第213号 (H25.5.5)発行分より全戸配布。

ム月ヒヒ

口本会議の原則開会時問について

の 53 一般質問巳程の事前決定・公開

゜
本会議の開会時問を原則午前9時10分開会とする。

口常任委員会の原則開会時問について

充
常任委員会の開会時問を原則午前10時開会とする。

口委員長会議の開催について
本会議において議案が委員会に付託された後、委員長会議を開催し委員会開会時問の確認・決定を行う。

実 54 本会議開会予定時問の事前公表

゜
口委員会審盃における現地謂盃等について
委員会の判断により実施する。

ロ一般黄問の日程について
原則 1El 6人を基本とする。黄問者合計人数が19人の場合は3日目で調整し、 20人以上の場合は4日問と

55 常任委員会開会時問原則決定・公開

゜ ゜
する。
口議会日程を事前に原則決定し公開していく。
口公開時期は、各定例会の議会運営委員会終了後とする。
口公開内容は、会期• 本会議・委員会開会E3時・一般黄問黄問者・順番・通告内容・次期定例会招集E3等とす

56 
議会巳程を確定し、手話通訳の導入や保育つき傍聴

゜
る。

を実現すること
▽〇平第6成回24会年議第(1H回2定4.例1.2会3か)ら合実意施。
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ク

口常任委員会の動画配信は、全員協議会を含め、委員会を原則公開とした←とからも、開かれた議会を目指す趣

57 
常任委員会等の中継動画配信サービスを利用した常

゜
旨で実施していく。

任委員会中継の試行。将来的には中継実施。 ①実施方法は、ユーストリームによる配信を検討する。
②必要な予鈍を確保してから実施していく。
③中継の実施は、 4常任委員会同時に実施していく。

58 
常任委員会も本会議と同様な手法（インターネット

゜
④委員席の配置は、準備する段階で検討する。

中継）に準じて市民に公開する ▽第14回会議 (H24.8.10)合意。 0平成25年第1回定例会から常任委員会のインターネット中継実施。

口議員全員への調査結果（資料44)から、議員各自が保有しているメブィア情報等については、市ホームペー

59 
議員紹介には各自保有メディアを必掲（サイト

゜
ジに掲載しないこととする。

⑥ 
URL、twitterアカウント、 FBページなど） ▽第15回会議 (H24.10.2)合意。

議会中継手法の見直し、委員会の中継（インター
口常任委員会の動画配信は、全員協議会を含め、委員会を原則公開としたことからも、開かれた議会を目指す趣

広 60 

゜
旨で実施していく。

フェース見直し・ u-streamライブ等） ①実施方法は、コーストリームによる配信を検討する。

報 ②必要な予算を確保してから実施していく。

61 各委員会の録画中継を実施すること

゜
③中継の実施は、 4常任委員会同時に実施していく。
＠委員席の配置は、準偏する段階で検討する。
▽第14回会議 CH24.8.10)合意。

一部
0平成25年第1回定例会から常任委員会のインターネット中継実施

広 62 委員会のインターネット中継を行う
継続

゜聴 口本会議のインターネット中継を公共施設で放映する提案は、公共施設のインターネット回線が整備された段階

63 本会議ネット中継を市内公共施設で放映

゜
で理事者に要望する。

機
▽第14回会議 (H24.8.10)合意。

口議会資料の簡素化やペーパーレス化、資料等のデジタル化の推進については、議会としても取組を進めてい

64 議案等資料デジタルデータ化の推進
一部

゜
く。

ム月ヒヒ 継続 口事務連絡等については、メール等を利用し、可能な限りペーパーレス化を図っていく。
口情報通信機番等の導入については、今後の検討課題とする。

の 65 
議員配付資料の簡素化・電子データ化（市議会議録

゜
口市議会会議録は、原則、会派1冊の配架とし、希望があれば、希望者に配布することとする。

配付は会派1冊＋希望者に変更） ▽第14回会議 CH24.8.10)合意。

充

66 
事務局・議会間の事務連絡、理事者側からの資料の

゜実
ペーパレス化・電子化を早急に

口可能な限り専門用語を使わす、わかりやすい用語le..するよっ努める。必要なときは用語解説等補足説明をす

67 議会専門の用語の見直し

゜
る。
口議会としての共通認識をもち理事者側にも要望していく。
▽第3回会議 (H23.11.17)合意

68 理事者へ現行資料の見直しも提言

゜
0平成23年11月18日付けで議長から市長宛に依頼文書送付

69 
議会・行政用語を市民にわかりやすいように改羞す

゜
る
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ロ一般黄問における黄問は，本会議場中央の理事者に対面する位置に黄問者席を本格（固定）設置する黄問者席

70 本会議場における対面演壇（黄問席）の設置

゜
から行う。設置時期はできるだけ速やかに設置していく。
口本会議場における発言場所の確認 ◎議長席前の演壇で行う発言 代表黄問等，委員長報告，諸報告等
◎理事者に対面する黄問者席で行う発言 一般黄問

71 一般質問を対面式に

゜
◎議員自席で行う発言 上程時黄問，議案の審盃結果に対する討論，請願・陳情審盃結果に対する異議及

び異議に対する異議の発言
▽第22回会議 (H24.12.26)合意

72 
質問者席の設置（理事者側と対峙し質問、答弁の間

゜
は着席。従来手法との選択制も視野に）

⑦ 口定例会等議会運営に支障のない範囲で，フィルムコミッジョンの要請に協力していく。

議 73 議揚の開放（フィルムコミッジョン協力）

゜
口本会議揚だけに限らす，全員協議会室，委員会室も含め協力していく。

会 ▽第21回 (H24.12.21)合意

と 口一般質問は、 「一括質問方式」と、 「一問一答方式」のいすれかを選択する←ととし、試行していく。

市 口反問権は、継続して協議する。

長 74 一般黄問の一問一答制導入

゜
口質問通告方法等具体的な手続き等は、引き続き今後の協議の中で定めていく。
口質問席については、引き続き協議していく。

執
口実施時期については、具体的な手続き等定めた中で早期に実施する。
▽第7回会議 (H24.2.3)合意

行 0平成24年第2回定例会から、一般質問は、一括質問方式と一問一答方式のいすれかを選択することとし、試行

部 実施した。

と 75 ー問一答形式とし、反問権を付与
一部

゜
0第2回定例会における試行実施を踏まえ、

継続 Ill質問通告時に、より具体的な質問内容を通告するよう努めること。
の (2)質問者は時間配分に留意すること。
関 (3)質問は、簡潔明瞭に行うよう努めること。
係 (4)一般質問の基本は、市長の政治姿勢、総合政策等市政の大局的見地からの質問に努めること。

(5)理事者側答弁については、質問の要点を捉え、簡潔な答弁をするよう改めて申し入れる。

76 
ー問一答、一括黄問が選択できる規定の整備（反問

゜
(6)質問者席を設置し、水差しを質問者席に用意していく。

権も付与する） □第3回定例会の一問一答方式による一般質問を踏まえ、①質問通告書は、できるだけ丁寧．詳細に質問要旨を
記載・通告すること。②質問と答弁がスムーズに進行するよう努めること。③質問の冒頭に「一括質問」・「一
問一答」のいすれかの方式で行うか発言するよう努めること。
□第4回定例会は、質問者席を議揚中央に試行設置していく。
口一般質問は，一括質問方式と一問一答方式の選択制のもとで，平成25年第1回定例会から本格実施してい

77 ー問一答制の導入（段階的には再黄問からでも）

゜
く。
口課題等が生じたときは，議会運営委員会においてその課題等を協議し改善を図る。

▽口反等問??権151は会引議き続(Hき?検4討1?する?。R基)本今条育例上は， 質問の確認権を付与する。
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ロ一般黄問の通告の例により、定例会即の議会運営委員会開会即ElC土.El・祝日を除く。） 1 7時までに、文

78 上程時質疑の文書通告・事前公開

゜
書で通告する。

ただし、追加議案及び議員提出条例案における黄疑は、後段議会運営委員会開会1時問前までに、文書で通告
する。 （追加議案がある時は、後段幹事長会議を午前中に開会する。）
議員提出議案（決議・意見書）における黄疑は、従前のとおりとする。

79 上程時黄疑における通告制と時問制限

゜
口上程時黄疑は、議会運営委員会において了承後、速やかに公表していく。
口黄疑内容は、上程される議案について包括的な黄疑とする。
口黄疑時問の制限はしないが、課顆が生じた時点で改めて協議する。

80 
上程時黄疑、代表黄問、委員会報告への討論その内

゜
▽第7回会議 (H24.2.3)合意

容と時問制限の見直しを 0平成24年第1回定例会より実施

口特別委員会、一部事務組合及び広域連合議会の報告は、本会議場で口頭報告をする。

81 諸報告（特別委員会・組合議会等）の口頭報告

゜
□D頭報告の内容は、会議の案件名と結果を簡潔に報告する。また、予鈍・決鈍の議案については、予鈍顆及び

⑦ 
決鈍顆を含め報告するものとし、客観的な内容の報告とする。
口報告に対する黄疑は認めない。

議 口複数議員が所属する組合議会及び広域連合議会の報告は、所属する議員の中から報告者を決め、報告者は報告
会 82 広域連合・一部事務組合などの議会報告を行う

゜
書を作成し□頭報告をする。

と 口自治法に基づく経営状況の報告をしていない市監理団体については、文書をもって当該団体の経営状況を議会

市 へ報告するよう理事者に求めていく。

長 83 
市外郭団体（監理10、関与2、その他関与14合計

゜
口市の関与団体については、必要に応じ資料請求等で対応していく。

26団体）の議会報告拡大と議案関連説明書類の充実 口意見書の議員提出議案は、従来通りの取扱とする。
▽第16回会議 (H24.10.22)合意

執
議員提出議案（意見書）は本会議上程時、黄疑討論

〇特別委員会、一部事務組合及び広域連合議会の報告は、本会議場で口頭報告は．平成24年第4回定例会より実
イ,丁- 84 

゜
施

部
を認める

と 口議会としての中・長期的課顆と位置づけ、将来へ向けての環境整備を図る←とも含め、今後の検討課顆として

の 85 
代表・一般質問時のパソコン等による資料提示の検

継続

゜
いく。

関
討 ▽第14回会議 (H24.8.10)合意

係
本会議揚（委員会室）でパネル等補助資料（機材）

口委員会において、パネル等補助資料を使用する揚合は、事前に委員長に申し出ることとする。
86 

を使用する揚合は議長に申し出る

゜
口本会議及び委員会において、補助資料のコピーの配付希望者は、前巳までに事務局まで提出すること。
▽第14回会議 (H24.8.10)合意

本会議場へのプレゼンテーションツール (PC&ソ
口議会としての中・長期的課題と位置づけ、将来へ向けての環境整備を図ることも含め、今後の検討課題として

87 継続

゜
いく。

フト、プロジェクター、 OHPなど）の導入 ▽第14回会議 CH24.8.10)合意

市長の所信表明に対する質問は、総括的、基本的な質疑とし、大局的な観点からの質問であるとともに、詳細に

88 
代表黄問の答弁に対して再黄問をし、又は「まと

゜
対する質問は、他の機会（一般質問等）において確認できることなどを勘案すると、所信表明の答弁に対する再

め」をすることができる 質問及びまとめはなじまないことから、従来とおり再質問及びまとめは行わない。▽第15回会議合意

口市の会計事務をつかさどる会計嘗理者の出席は必要であるとの認諏から、理事者側に出席要請していく。

89 本会議場への会計管理者の出席

゜
▽第3回会議 (H23.11.17)合意
0平成23年第4回定例会から会計管理者本会議に出席
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ク

口平成24年9月の地方自治法の一部改正により，条例化することにより通年の会期とすることが可能となった。
しかしながら，通年議会は，議会機能の強化へのメリットも考えられるが，市長等執行機関側の理解と課題も考

90 
通年議会（年1回首長が議会を招集し、議長判断で

継続

゜
えられる。こうしたことから，通年議会の提案は，議会運営委員会に諮問し検討してもらうとともに，理事者に

休会・再開を繰り返す）の提案 も相談していくこととする。
口今後の議会運営の中期的課題として，継続して検討していく。
▽第22回会議 CH24.12.2)合意

口平成24年9月の地方自治法の一部改正しより，議長等の器時会の招集請求し対して長が招集しないときは，議
91 議長が、議会の招集権を行使できるようにする

゜
長が臨時会を招集することが可能となった。しかしながら，議会の招集権は法第101条第1項の規定に基づき市
長にある。議長が議会を招集できるようにするには，さらに自治法の改正が必要である。
口今回の通年議会の実施が可能となる法改正により，議会が必要と認めるとき，随時，議会を開催できることは

⑧ 92 議長に議会招集権を持たせる

゜
制度上可能となったので，現行の自治法の範囲内での議会運営を行っていく。 ▽第22回会議 (H24.12.2)合
... 患

吾ロ羊我 議案についての討論申し出があった揚合は原則認め

゜
口議案についての討論申し出があった場合の取扱及び緊急黄問の許可基準については、議会運営委員会の協議に

93 
る

議運 委ねる。
▽第10回会議 CH24.5.14}合意

会
94 一般質問順序の見直し（くじ引きでの順番決定）

゜
ロ一般黄問の順番は、従前通り（通告受付順）とする。
口議会運営委員会は、地方自治法第109条の2に規定された法定委員会であり、法の主旨を鑑み議会運営委員会

の の権能強化を図るため、資料28に基づき幹事長会議との役割分担を図る。

95 緊急黄問の許可基準に客観的基準を設ける 議運

゜
□この役割分担に基づいた幹事長会議及び議会運営委員会は、速やかに実施する。
▽第11回会議 (H24.6.22)合意

機 議会運営委員会は、法令の定めに準拠し、運営につ 〇議会運営委員会と幹事長会議の役割の見直しは．平成24年第3回定例会から実施。

96 いても議会運営全般（先例・申合せ含む）所管事項

゜
参照：資料3「今後の幹事長会議と議会運営委員会について」

ム月ヒヒ とする
口議会機能の強化を図る観点から，

強 97 行政への監視機能強化

゜
①市長等の事務の執行の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言に関する議会の機能を強化する。
②行政運営の水準の向上を図るため、条例の提案、議案の修正、決議等を通じて市長等に対し、政策立案及び政

化 98 政策提言機能強化

゜
策提言を行うよう努力する。
③そのため、政策提案や政策提言について、議長の判断によって必要があると認めるときは、その政策立案に向
けた調査や研究を行うための研究会を設けることができる。

ヘ 議員研修の実施（適宜適切な研修計画をたて実践す

゜
＠議員研修は、議員の政策形成や立案能力の向上等を図るためにも、研修の充実と強化を図る。そのため、必要

99 る。議会改革研修も併せて実践する） に応じて、各分野の専門家やその他有識者との研修も今後実施していく。

向
⑮ これら議会機能を強化するため、議事機関としての機能を確保するためにも、必要な予算の確保に努めてい

100 
議員研修・勉強会を開催する（財政分析・議会基本

゜
く。

条例など、政策づくりに即した研修を実施） ▽第18回会議 (H24.11.9)合意
け

口委員会のインターネット中継実施を契機に委員会席をコの字の配置に変更していく。
101 常任委員会席配置（コの字）変更

゜て ロコの字配置に変更することにより，委員全員がインターネット放映画面に映り，委員会室傍聴席の増加が図れ

102 
議員同士が活発な議論ができるよう委員会室机配置

゜゚
る。

も検討しながら自由討議できるように

委員会での議論は、理事者への質疑中心から議員同
▽第21回会議 (H24.12.21)合意

103 

゜
土の対角討論へ移行を目指す 0平成25年第1回定例会より実施

104 委員会室における議員テーフルの配置を□型にする

゜105 
議員問の自由討議を図る（委員会など議員問の自由

゜
な討議により合意形成を図る）
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ク

1日1常任委員会開催とし、必要に応じ特別職の出席
□1日1常任委員会の開催の提案については，従即通り4常任委員会同時開催する。

106 

゜
を求めることができる 口特別職の委員会出席については，従来通りとする。

1巳1常任委員会の開催とし、市長等特別職も出席す
ただし，理事者側から申し出があれば特別職の委員会出席を拒むものではない。

107 

゜
る ▽第18回会議 (H24.11.9)合意

108 1巳1委員会の開催

゜⑧ 
口議案及び請願・陳情の審査結果の委員長報告は，従来通りとする。

議
109 委員長報告は審盃結果のみとする。

゜
口議案の討論については，一般会計及び特別会計の予算・決算を除き，概ね3分以内の発言とする。 （従前は全
ての議案に時間制限がなかった。）

本会議での委員長報告は、審盃結果だけでなく経過
口請願・陳情の委員長報告に対する異議は，異議及び異議に対する異議（委員長報告に賛成）の発言をすること

会 110 

゜
を可能とし，概ね3分以内の発言とする。 （従前は委員長報告に対する異議だけが時間制限なく行えていだ。）

についても省略せす説明すること
▽第20回会議 (H24.11.19)合意

の 0平成24年第4回定例会より実施

111 
委員長報告に対し、贄成・反対討論を行えるように

゜機
し、時問制限 (1分）を設ける

ム月ヒヒ
112 委員長報告拡充に伴う陳情・請願採決方法の検証

゜ 口視察先の決定については，正副委員長に一任せす委員会で調査事項を十分議論（自由討議）する中で決定する

強 こと。
口視察巳程は， 2泊3巳だけでなく，視察先を考慮する中で， 1泊や巳帰りを含め，弾力的に決定すること。

化 口視察後は，委員会等で振り返り，必要に応じて，委員間で市政に生かせる点などを協議するとともに，その報

113 委員会視察先決定方法等検証

゜
告は，議会報告会や本会議における視察報告を行うことに繋げること。
口各委員会は，視察に関して十分な議論（自由討議）を図り，視察後の報告等も含め弾力的な運用及び説明責任

ヘ を図ること。
▽第22回会議 (H24.12.26)合意

向

予鈍・決鈍特別委員会の設置（特別職出席し総括的
口予算・決算の特別委員会設置について，今後も継続して検討していく。

け 114 
視野の審議を特別委員会で、詳細は所嘗委員会で）

継続

゜
口当面は，現行の方法で審査を進めていく。
口特別委員会を設置した揚合，現行の上程時質問，常任委員会の審査方法，特別委員会の委員数，特別委員会に

て
予・決鈍特別委員会、事案（議会基本条例・基本構 おける質疑• 発言ルール，会期巳程，理事者への協力要請等課題整理をし，環境が整えば，予算・決算特別委員

115 想等）特別委員会の設置（特別職出席・詳細は各所 継続

゜
会の設置に向けて協議していく。

嘗委員会で審議する ▽第20回会議 CH24.11.19)合意

116 予鈍・決鈍特別委員会、事案特別委員会の設置 継続

゜117 
平成25年からスタートする基本構想に際し、議会と

゜
口次期構想策定時に改めて検討していく。

しても特別委晨会を設置し審議する ▽第22回会議 CH24.12.26)合意
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事務局機能の体制を強化し、法務、謂盃能力の向上
口事務局の調盃，政策法務等の充実を図る体制整備を図る。

118 
を図る

゜ ▽第18回会議 (H24. 11.9)合意

⑨ 
議会事務局職員研修の実施（法務・政策提案を可能事 119 

゜務
とする研修や調査補助研修等）

局
議会事務局の体制を強化する（調査・研修サポート

体 120 
機能・議員提出条例等法務執務向上）

゜制

事務局・議会問の事務連絡、理事者側からの資料の
口議会資料の簡素化やペーパーレス化、資料等のデジタル化の推進については、議会としても取組を進めてい

121 

゜
く。事務連絡等については、メール等を利用し、可能な限りペーパーレス化を図っていく。

ペーパレス化・電子化を早急に ▽第14回会議 CH24.8.10)合意

口議員定数の改定し当たっては，行財政改革，市政の現状・課顆・将来予測・展望を十分考慮するととも/,_, 議

122 議員定数の削減 継続

゜ ゜
員活動の評価等に関して参考人制度や公聴会制度を活用していく。
口議員定数の条例改正案は，市民の直接請求があった場合を除き，議員又は委員会が提案するよう努める。
口議員定数の改定については，継続的に協議していく。 ▽第20回会議 (H24.11.19)

口議員の各種委員の就任は， 「議会の独立性」を堅持していく←とからも，法令で委員の委嘱が規定されている

123 
市長、教育委員会が任命・委嘱する各種委員の委貴

継続

゜
もの以外は，委員の就任は避けていく方がよいとの基本的考えに基づく。

報酉川を原則受けない 口市の条例に基づいて委嘱されている委員，①消防委員会委員②表彰審盃委員会委員(3)環境保全審議会委員の3
つの委員については，議員として就任しない方向で，理事者と協議していく。

⑩ 
口法令等に基づく委員についても，今後検討を継続していく。

議員特権をなくす（委員会・審議会などの報闇を廃

゜
▽第21回会議 (H24.12.21)合意

124 
止する）

継続 OH25.5.31付．消防委員会条例．環境基本条例．表彰審査委員会規則の一部改正．就任規定を削除。

そ
口災害発生時に、議会が市災害対策本部と連携し、災害対策活動を支援するため、議会内に調布市議会災害対策

の 125 
災害時における議員対応を明確にするための申合せ

゜
支援本部を設置する。

事項の作成 ▽第9回会議 (H24.4.27)合意 〇調布市讃会災害対策支援本部要絹（平成24年6月1日施行） 0平成24年
7月4日普通救命講習受講

他 口行政と議員は，それぞれ本来の役割があり，議員それぞれの判断でお願いする。

126 
議員全員の行政現場体験を義務付け (1年に1現場1

゜
▽第22回会議 (H24.12.26)合意

週問の実務体験）

市政調査費の大福アッフを要求（政治・行政の先進
口政務活動費（市政謂盃費）の父付顆については，市長の諮問機関である特別職報酉川等審議会の諮問事項である

127 

゜
ことから，審議会の判断に委ねる。

事例習得、市民への広報） ▽第22回会議 (H24.12.26)合意

127 33 12 10 22 18 22 21 
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合意に基づき実施した事項一覧

実施年月日 実施内容 分野 合意事項
ム口ユヽ居、

A.云 : 5 羊我

1 
平成24年1定

委員会も本会議同様に原則公開
④傍聴者へ 委員会の公開に

第4回
（平成24年2月29日）～ の環境整備 ついて

平成24年1定 本会議の開議時刻は，原則午前9時10
⑥広報・公

議会日程等の事
2 

（平成24年2月29日）～ /刀¥. 
聴機能の充

前決定及び公表
第6回

実

平成24年1定 一般質問の質問者数は，原則1日6人
⑥広報・公

議会日程等の事
3 聴機能の充 第6回

（平成24年2月29日）～ (19人の場合は3日目で調整）
実

前決定及び公表

平成24年1定 議会運営委員会確認後，ホームページ
⑥広報・公

議会日程等の事
4 

（平成24年2月29日）～ に開議・開会時刻と質間者数を掲載
聴機能の充

前決定及び公表
第6回

実

平成24年1定 議会運営委員会確認後，ホームページ
⑥広報・公 陳情・請願の

5 
（平成24年2月29日）～ に陳情・請願文書表を掲載

聴機能の充 ホームページ掲 第7回
実 載について

平成24年1定
議案の上程時質疑は，文書での通告と ⑦議会と市 上程時質疑の通

6 
（平成24年2月29日）～

し，議会運営委員会確認後，ホーム 長・執行部 告・時間制限・ 第7回
ページに掲載 との関係 公開について

7 
平成24年1定 常任委員会傍聴席が満席の場合は，別 ④傍聴者へ 傍聴者への環境

第7回
（平成24年3月1日）～ 室で音声による対応 の環境整備 整備について

平成24年1定 常任委員会の開会時刻は，原則午前10
⑥広報・公

議会日程等の事
8 

（平成24年3月1日）～ 時
聴機能の充

前決定及び公表
第6回

実

， 平成24年5月18日～
全員協議会も法定委員会同様に原則公 ④傍聴者へ 委員会の公開に

第8回
開 の環境整備 ついて

10 
平成24年2定 車椅子での本会議場の傍聴を可能とし ④傍聴者へ 本会議場の車椅

第5回
（平成24年6月1日）～ た の環境整備 子対応について

平成24年2定 児童及び乳幼児も会議（本会議・委員 ④傍聴者へ
保育・手話・要

11 
（平成24年6月1日）～ 会）の傍聴を可能とした の環境整備

約筆記サービス 第9回
について

調布市議会災害対策支援本部要綱を施
災害時における

12 平成24年6月1日～
行

⑩その他 議員対応につい 第9回
て

平成24年3定
陳情・請願の提出者から趣旨の補足説

⑤陳情・請 陳情・請願につ
13 

（平成24年9月5日）～
明の希望があった場合，説明できるこ

願 いて
第8回

ととした（可否は所管委員会判断）

平成24年3定
定例的に提出される，国・都への意見

⑤陳情・請 陳情・請願の取
14 

（平成24年9月5日）～
書提出を求める陳情の取扱いは，議長

願 扱について
第12回

が判断ずるものとした

平成24年4定
本会議における，特別委員会，一部事 ⑦議会と市 本会議場におけ

15 
（平成24年11月30日）～

務組合及び広域連合議会の報告は，資 長・執行部 る報告範囲拡大 第16回
料配付から口頭報告に改めた との関係 について
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⑥広報・公
議会広報委員会

16 平成24年12月1日～ 調布市議会広報委員会を設置 聴機能の充 第17回
実

設置について

平成25年1定 常任委員会のインターネット中継の実
⑥広報・公 常任委員会等の

18 
（平成25年2月28日）～ 施

聴機能の充 動画配信等につ 第14回
実 いて

平成25年1定 本会議場中央の理事者に対面する位置
⑦議会と市 本会議場の対面

17 
（平成25年2月28日）～ に質間者席を設置

長・執行部 演壇設置につい 第22回
との関係 て

平成25年1定 委員会室の委員席の配置をコの字型に
⑧議会の機

委員会席の配置
19 

（平成25年2月28日）～ 変更
能強化へ向

について
第21回

けて

平成25年1定 一般質間は一括質間方式と一間一答方
⑦議会と市

ー間一答方式の
20 

（平成25年3月8日）～ 式の選択制とする
長・執行部

導入について
第22回

との関係

21 
平成25年1定

議会基本条例を可決，同日施行
①議会基本 議会基本条例に

第31回
（平成25年3月27日） 条例 ついて

⑥広報・公
広報活動の充実

22 平成25年5月5日 市議会だよりを市内全戸配布 聴機能の充 第11回
実

について

③議会と市
議会報告会・市

23 平成25年5月18日 議会報告会の開催 民との意見交換 第12回
民との関係

会等について

平成25年3定
市条例で委嘱されている委員に就任し

委員報酬の廃止
24 

（平成25年5月31日）
ない（環境保全審議会・消防委員会・ ⑩その他

について
第21回

表彰審査委員会）

⑥広報・公
広報活動の充実

25 平成25年7月5日 視察等報告書の公開 聴機能の充 第11回
実

について

平成25年3定 手話通訳・要約筆記（ノートテイク） ④傍聴者へ
保育・手話・要

26 
（平成25年9月2日）～ の実施 の環境整備

約筆記サービス 第9回
について
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提案事項別協議・合意会議一覧表（索引）
平成23年 (2011年） 平成24年 (2012年） 平成25年 (2013年）

議会改革検討代表者議会議［会議日程］ 10/4 10/17 11/17 12/21 1 /11 1/23 2/3 4/5 4/27 5/14 6/22 7/5 7/24 8/10 10/2 10/22 11 /5 11/9 11/14 11/19 12/21 12/26 1/7 1 /11 1/18 1/23 1/30 2/6 2/14 2/20 3/19 4/22 5/18 5/27 

分

類

番

号
分野別還案事項一覧表

議会基本条例の制定

2
 

議会基本条例策定のための研修

①

議

会

基

本

条

例

3
 

アンケート調奎・ハフリックコメント• 特別委畏会

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

，
 

条例策定にあたっては特別委畏会の設置が望ましい

議会の基本原則・市民参加なとの基本を定める請会基本条例制定のための特別委
具会設置

議会有志による特別委員会を設置し、請会基本条例素案を作成する

議会基本条例制定のための特別委畏会は、傍聴を認め、傍聴者からも意見を求め
る

議会基本条例素案は、市民説明会、ハフリックコメント、公聴会、ジンポジウム
等市民参加機会を

交渉団体（会派）は2名以上とする

10 I代表質問・幹事長会請・請会運営委員会は交渉団体が参加資格の要件

②

会

派

に

つ

い

て

121議会制民主主義・公平性の立場から少数会派の意見輯重

13 
多様な市民意見を反映する匝点からも請員問の公平性等に配慮し少数会派の意見
尊重する

141議会制民主主義にのっとり、少数会派の意見を尊重する

15 幹事長会議における四称「オフザーバー」をやめ、複数会派同嘩「幹事長」とす

§l 

16 I議会報告会

17 I議会報告会・意見交換会の閑催

基
本
条
例
原
案
説
明

条
例
案
の
骨
子
案
提
示

条
例
案
検
討
の
日
程
案
・
内
容
等
を
提
示

③

議

会

と

市

民

と

の

関

係

11 1請案に対する会派意見は 1とする

1s I地域の中で［義会報告会・意見交換会を開催する

19 I委昌会の出前議会

20 I常任委昌会、特別委昌会の出前審頃

21 I議会として直接市民の声を聞く議会ふれあいミーティングの実施

22 I市［義会（機関）として、一定エリアをカバーする地域議会報告会を閑催する

23 l:t• 日・夜間市［義会の閑催

24 l:t日・夜閻［義会の閑催

25 I夜間・土日［義会を閑催する

26 I本会議湯に車いすスヘースの設饂

27 I本会議湯のバリアフリー化を脳る（車椅子対応）

2s I車椅子での1号聴が可能となるよう施設を改差すること

④

傍

聴

者

へ

の

環

境

整

備

291事前予約による託児・手話サービスの『是1共

30 保育室を設置するか、ないしは子ともが静穏を維持することを条件に同伴1号聴を
認める

31 I予約制手話遜訳・要約筆記・保育施設整備

32 I常任委昌会開会時閻の原則決定と公閑

33 I 常任委畏会•特別委畏会は公開を原則とする

34 I本会議と同様に各委畏会の公開を原則とすること

35 I 常任委畏会•特別委畏会は公開を原則とする（ただし、穂密会は担保する）

36 I傍聴満席時における別至音声対応

37噌苔聴者・ネット等視聴者に、請案・審請資料をわかりやすく還供

⑤
陳
情
・
請
願

41 

381議会日程を確定し、手話通訳の導入や保育つき傍聴を実現すること

39 
傍聴者にとってのユニバーサルデザインを進める（本会請揚等奎椅子傍聴可能・
手話・要約筆記）

陳清・請願に1系る署名については、印・拇印が無いものについては、当該委員会
40 I 

にその数を報告する

陳清・請願について、提出者から趣旨説明を希望する申し出があった時は、説明
を受けることができる

42 I請願・陳情者の還案理由について、提出者に直接蘭＜揚を設けること

43 I 
国・都への意見書提出陳清・請願の取扱は本会請即決又は会派配付により請員還
出［義案とする

44 IB庚清・請願の提出者が説明をする機会を設ける

条
例
案
の
全
文
に
対
す
る
説
明

章
ご
と
に
検
討

全
文
に
対
す
る
代
替
案
が
示
さ
れ
る

条例案の検討・協議

パブリックコメント

実施
H25年2/24-

開
催

保留
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分

類

番

号
分野別還案事項一覧表

45 I議会広蔀特別委畏会を設置し、情蔀公開のあり乃を検討し実行する

46 I議会控自のホームページを開設する

47 I陳清文書票のホームヘージ｝葛載

48 I行政唄察・研修視察蔀告書のホームページ渇載

⑥

広

報

広

聴

機

能

の

充

実

491市政調奎費使用吠況のホームヘージ｝葛載

50 
議会スケジュールと同時に議案も事前に開示→会期日程をホームヘージ｝葛載・傍
聴者配付

51 I 
ホームヘージを充実し、傍聴や請願・陳情乃法等わかりやすい案内、子ともにも
わかる内容に

52 I市請会だよりの充実（市蔀とセット，ホスティング、新たなメディアの活用促進）

53 一般質問日程の事前決定・公開

54 I本会議開会予定時間の事前公表

55 I常任委畏会開会時間原則決定・公開

61 

561議会日程を確定し、手話通訳の導入や保育つき傍聴を実現すること

57 
常任委畏会等の中継動画配信サービスを利用した常任委畏会中継の試行。将来的
には中継実施。

常任委畏会も本会議と同様な手法（インターネット中継）に準じて市民に公開す
58 I 

る

59 I議昌紹介には各自保有メディアを必掲（サイトURL、twitterアカウント、 FB
ページなと）

議会中継手法の見直し、委具会の中継（インターフェース見直し・ u-streamライ
60 I 

ブ等）

各委具会の録画中継を実施すること

62 I委昌会のインターネット中継を行う

63 I本会議ネット中継を市内公共施設で放映

641議案等資料デジタルデータ化の推進

65 議昌配付資胞の簡素化・亀子データ化（市［義会［義録配付は会派1冊＋希望者に変
更）

66 亨務局・議会閻の事務連絡、 1里事者側からの資胞のヘーパレス化・電子化を早急

67 I~; 会専門の用語の見直し

68 II里事者へ現行資胞の見直しも『是言

69 I議会・行政用語を市民にわかりやすいように改差する

70 I本会議湯における対面演壇（質問席）の設置

一般質問を対而式に

72 I 
質問者席の設饂 CI里事者側と対時し質問、答弁の閻は詈席。従来手法との選択制
も視野に）

73 I議湯の開放（フィルムコミッジョン協力）

71 

74 I一般質問の一問一答制導入

75 I―問一答形式とし、反問権を付与

76 I―問一答、一括質問が選択できる規定の整漏（反問権も付与する）

⑦
議
会
と
市
長
・
執
行
部
と
の
関
係

77 I―問一答制の導入（段階的には再質問からでも）

78 I上程時質疑の文書通告・事前公開

79 I上程時質疑における通告制と時間制限

so I上程時質疑、代表質問、委員会報告への討論その内容と時間制限の見直しを

81 頃者蔀告（特別委畏会・組合議会等）の口頭蔀告

821広域連合・一部事務組合なとの議会報告を行う

83 
市外郭団体（監浬iO、関与2、その他関与,4合計26団体）の議会報告拡大と請
案関連説明書類の充実

84 I議畏提出議案（意見書）は本会議上程時、質疑討論を認める

851代表・一般質問時のハソコン等による資料還示の検討

86 本会議湯（委具会室）でパネル等補助資料（機材）を使用する協合は［義長に申し
出る

本会議湯へのフレゼンテージョンツール (PC&ソフト、フロジェクター、 OH
87 I 

Pなと）の導入

~、l
ロ，怠

[ー↓
1
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88 I代表質問の答弁に対して再質問をし、又は「まとめ」をすることができる

二 I 二：：：~:~ニ：：:::: オ召集し、議長判断で休会・再開を繰り返す）の還

竺
議長が、議会の招隻権を行使できるようにする91 

92 I議長に請会招隻権を持たせる

93 I議案についての討論申し出があった揚合は原則認める

94 I一般質問順序の見直し（くじ引きでの順番決定）

951緊急質問の許司基準に客親的基準を設ける

96 
議会運営委畏会は、法令の定めに準拠し、運営についても議会運営全般（先例・
申合せ含む）所管事項とする

97 I行政への監視機能強化

⑧

議

会

の

機

能

強

化

ヘ

向

け

て

⑨

事

務

局

体

制

~ 99 
議畏研修の実施（適宜適切な研修計画をたて実践する。請会改革研修も併せて実
践する）

1001 
議畏研修・勉強会を開催する（財政分析・請会基本条例なと、政策づくりに即し
た研修を実施）

1011常任委貴会席配置（コの字）変更

102議具同士が活発な議論ができるよう委昌会室机配饂も検討しながら自由詑［義でき
るように

1031委昌会での頃論は、 1里事者への質疑中心から議具同士の対角討論へ移行を目指す

1041委昌会室における議昌テーブルの配饂を□型にする

105議昌閻の自由詞義を脳る（委昌会など［義具間の自由な詞義により合意形成を図

亘
10611日1常任委具会閑催とし、必要に応じ特別職の出席を求めることができる

10711日1常任委具会の開催とし、市長等特刷職も出席する

10811日1委具会の開催

109委昌長報告は審盃結果のみとする。m 果だけでなく麟についても省略せす説明する

111 委昌長報告に対し、賛成・反対評論を行えるようにし、時閻制限 (1分）を設ける

1121委昌長報告拡充に伴う陳清・請願採決方法の検証

1131委昌会視察先決定方法等検証

114 
予算・決算特刷委具会の設饂（特別職出席し総括的視野の審［義を特刷委具会で、
詳細は所管委員会で）

予・決算特別委昌会、事案(~義会基本条例・基本構想等）特別委昌会の設置（特
1151別職出席・詳細は各所管委員会で審議する

ロ；~；と三てここ二し審
1201 

議会事務局の体制を強化する（調奎・研修サポート機能・議畏提出条例等法務執
務向上）

121 事務局・議会問の事務連絡、理事者側からの資料のヘーハレス化・電子化を早急

122'~ 畏定数の削減

⑩

そ

の

他

1231市長、教育委員会が任命・委嘱する各種委畏の委員蔀酉1111を原則受けない

1241議畏特権をなくす（委員会・審議会なとの親酉1111を廃止する）

1251災害時における請員対応を明碓にするための申合せ事項の作成

1261議畏全畏の行政現揚体験を義務付け (1年に1現揚1週間の実務体験）

1271市政調奎費の大1唇アップを要求（政治・行政の先進事例習得、市民への広蔀）
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